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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 

核燃料物質使用施設等保安規定の変更認可申請の補正について 

 

 

 

 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５７条第１項の規定に基づき、

令和２年６月１１日付け令０２原機（科保）０３６をもって申請した国立研究開発法人日

本原子力研究開発機構原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定の変更認可申請を

別紙のとおり補正いたします。 



1 

別紙 

原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定の変更（補正） 

 

令和２年６月１１日付け令０２原機（科保）０３６をもって申請した国立研究開発法人日

本原子力研究開発機構原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定の変更認可申請書を

次のとおり補正する。なお、補正内容の詳細は別表に示す。 

 

１． 補正の内容 

ホットラボのケーブ・セルにおける核燃料物質の使用廃止等に係る変更（第２編別図

第１（その３）） 

 

２．補正の理由 

令和２年５月１日付け原規規発第２００５０１１号をもって核燃料物質使用の変更許

可を受けたことに伴う核燃料物質使用施設等保安規定の別図の変更をするため。 

 

 



 

 

 

補正後における変更の内容及び理由 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規

定の補正後における主な変更の内容及び理由は、以下のとおりである。なお、補正後におけ

る変更の内容の詳細は別表に示す。 

 

１．変更の内容 

（１） ホットラボの貯蔵室 B における濃縮ウランの硝酸塩を追加、ケーブ・セルにおける

核燃料物質の使用廃止等に係る変更（第２編別図第１（その３）並びに第５編別表第１、

別表第９、別表第１０、別図（その１）及び別図（その３）） 

（２） バックエンド研究施設の濃縮ウラン（５％未満）及びプルトニウムの増量等に係る変

更（第１０編別表第８、別表第９及び別図（その３）） 

 

２．変更の理由 

令和２年５月１日付け原規規発第２００５０１１号をもって核燃料物質使用の変更許

可を受けたこと及び令和２年５月２９日付け令０２原機（科保）０３４をもって届け出た

核燃料物質使用変更届に伴う核燃料物質使用施設等保安規定の別表等の変更をするため。 

 

３．施行期日 

この規定は、原子力規制委員会の認可の翌日から施行する。 

 

以上 

 



別表 

 

 
 
 
 
 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定 

新旧対照表 
 
 
 

第２編 放射線管理 
 

 
 
 
 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 



 
原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照表（第２編 放射線管理） 

Ⅱ－1 

変 更 前 変 更 後 備 考 
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 

核燃料物質使用施設等保安規定 
 
第２編 放射線管理 
 
目 次 （省略） 

 
第１条～第 56 条 （省略） 

 

別表第1～別表第24 （省略） 

 

別図第１（その１）～別図第１（その２） （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 

核燃料物質使用施設等保安規定 
 
第２編 放射線管理 
 
目 次 （変更なし） 

 
第１条～第 56 条 （変更なし） 

 

別表第1～別表第24 （変更なし） 

 

別図第１（その１）～別図第１（その２） （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照表（第２編 放射線管理） 

Ⅱ－2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ：ウランマグ

ノックス用鉛セルを

解体撤去したため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照表（第２編 放射線管理） 

Ⅱ－3 

変 更 前 変 更 後 備 考 

別図第１（その４）～別図第２ （省略） 

別記様式第１～別記様式第５ （省略） 
別図第１（その４）～別図第２ （変更なし） 

別記様式第１～別記様式第５ （変更なし） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



別表 

 

 
 
 
 
 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定 

新旧対照表 
 
 
 

第５編 ホットラボの管理 
 

 
 
 
 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 



 
原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照表（第５編 ホットラボの管理） 

Ⅴ－1 

変 更 前 変 更 後 備 考 
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 

核燃料物質使用施設等保安規定 
 
第５編 ホットラボの管理 
 
目 次 （省略） 

 
第１条～第 24 条 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 

核燃料物質使用施設等保安規定 
 
第５編 ホットラボの管理 
 
目 次 （変更なし） 

 
第１条～第 24 条 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照表（第５編 ホットラボの管理） 

Ⅴ－2 

変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第１ 核燃料物質の取扱量 

使用場所 

取   扱   量 

天然ウラン  

（kg） 

劣化ウラン  

（kg） 

濃縮ウラン（kg） 

プルトニウム 

（g） 

トリウム 

（g） 

使用済 

燃 料 
5% 

未満 

5% 以 上

20%未満 

20% 

以上 

冶金Ａケ

ーブ※１ 
0 0 0 0 0 0 0 0 Bq 

冶金Ｂケ

ーブ※１ 
0 0 0 0 0 0 0 0 Bq 

冶金Ｃケ

ーブ※１ 
0 0 0 0 0 0 0 0 Bq 

冶金Ｄケ

ーブ※１ 
0 0 0 0 0 0 0 0 Bq 

ストレー

ジケーブ

※１ 

0 0 0 0 0 0 0 0 Bq 

クリーン

ケーブ※１ 
0 0 0 0 0 0 0 0 Bq 

ダーティ

ケーブ※１ 
0 0 0 0 0 0 0 0 Bq 

メンテナ

ンスケー

ブ※１ 

0 0 0 0 0 0 0 0 Bq 

化学Ａケ

ーブ※１ 
0 0 0 0 0 0 0 0 Bq 

化学Ｂケ

ーブ※１ 
0 0 0 0 0 0 0 0 Bq 

ｳﾗﾝﾏｸﾞﾉｯｸ

ｽ用 

鉛ｾﾙ (№1

～№4) 

－ 327※2 － － － － － － 

貯蔵室Ｂ

の 

フード※３ 

100 100 
30 

2※４ 

7.5 

0.5※４ 

1.5 

0.1※４ 
－ 30(kg) － 

別表第１ 核燃料物質の取扱量 

使用場所 

取   扱   量（kg） 

天然ウラン 劣化ウラン 

濃縮ウラン 

トリウム 5% 

未満 

5% 以 上

20%未満 

20% 

以上 

貯 蔵 室 Ｂ

の 

フード※１ 

30 20 1 

1 

0.5※２ 

0.55※３ 

1 

0.1※２ 

0.11※３ 

10 

※１：種類及び濃縮度の異なる核燃料物質は同時に使用しない。 

※２：フッ化物 

※３：硝酸塩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取扱量の変更のた

め、ケーブ・セルでの

核燃料物質の使用を

行わないため、濃縮

ウランの硝酸塩を追

加するため、ウラン

マグノックス用鉛セ

ルを解体撤去したた

め、記載の適正化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照表（第５編 ホットラボの管理） 

Ⅴ－3 

変 更 前 変 更 後 備 考 
※１：冶金Ａケーブ、冶金Ｂケーブ、冶金Ｃケーブ、冶金Ｄケーブ、ストレージケーブ、クリー

ンケーブ、ダーティケーブ、メンテナンスケーブ、化学Ａケーブ及び化学Ｂケーブで、核

燃料物質を使用しない。 

※２：ボールソケットマニプレータしゃへい材である。 

※３：貯蔵室Ｂのフードでは種類及び濃縮度の異なる核燃料物質は同時に使用しない。 

※４：フッ化物 

 
別表第２～別表第８ （省略） 

 

別表第９ 核燃料物質の最大収納量 

貯 蔵 施 設 
種  類 最大収納量 

設  備 数 量 

ストレージ

ケーブ※１ 
1 基 

劣化ウラン 0 g 

天然ウラン 0 g 

濃縮ウラン 

5％未満 0 g 

5％以上20％未

満 
0 g 

20％以上 0 g 

プルトニウム 0 g 

トリウム 0 g 

使用済燃料 0 Bq 

貯蔵室Ａ内 

保管庫※２ 

19 台 

劣化ウラン 

2,600 kg 

（但し保管庫１台あたり

400kg以下とし、保管庫内

１段：200kg 以下）※３ 

天然ウラン 

4,660 kg 

（但し保管庫１台あたり

400kg以下とし、保管庫内

１段：200kg 以下）※３ 

1 台 

(しゃへい型) 
天然ウラン 4,340 kg 

1 台 

(しゃへい型) 
トリウム 440 kg 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２～別表第８ （変更なし） 

 

別表第９ 核燃料物質の最大収納量 

貯 蔵 施 設 
種  類 最大収納量 

設  備 数 量 

（削る） 

貯蔵室Ａ内 

保管庫 

19 台 

劣化ウラン 

2,600 kg 

（ただし、保管庫１台あたり

400kg 以下とし、保管庫内１

段：200kg 以下）※１ 

天然ウラン 

4,660 kg 

（ただし、保管庫１台あたり

400kg 以下とし、保管庫内１

段：200kg 以下）※１ 

1 台 

(遮蔽型) 
天然ウラン 4,340 kg 

1 台 

(遮蔽型) 
トリウム 440 kg 

ケーブ・セルでの核

燃料物質の使用を行

わないため、ウラン

マグノックス用鉛セ

ルを解体撤去したた

め、記載の適正化 
 
 
 
 
 
 
ケーブでの核燃料物

質の貯蔵を行わない

ため 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照表（第５編 ホットラボの管理） 

Ⅴ－4 

変 更 前 変 更 後 備 考 

貯蔵室Ｂ内 

保管庫※２ 

22 台 

（1 台はフッ

化物専用とす

る） 

濃縮ウラン 

5％未満 

660 kg 

（但し保管庫内 1 段： 

30kg 以下、フッ化物は

2 kg 以下）※３ 

5％以上 20％未

満 

465 kg 

（但し保管庫内 1 段： 

7.5kg以下、フッ化物

は 0.5kg 以下）※３ 

20％以上 

3.8 kg 

（但し保管庫内 1 段： 

1.5kg以下、フッ化物

は 0.1kg 以下）※３ 

※1：ストレージケーブで、核燃料物質を貯蔵しない。 

※2：未照射核燃料物質のみとする。 

※3：保管庫は 1 台あたり 4 段とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

貯蔵室Ｂ内 

保管庫 

22 台 

（フッ化物

及び硝酸塩

については

各 1 台を専

用とする） 

濃縮ウラン 

5％未満 

660 kg 

（ただし、保管庫内 1段： 

30kg 以下、フッ化物は 2 

kg 以下、硝酸塩は 2.2 kg

以下）※１ 

5％以上 20％

未満 

465 kg 

（ただし、保管庫内 1段： 

7.5kg 以下、フッ化物は

0.5kg 以下、硝酸塩は 0.55kg

以下）※１ 

20％以上 

3.8 kg 

（ただし、保管庫内 1段： 

1.5kg 以下、フッ化物は

0.1kg 以下、硝酸塩は 0.11kg

以下）※１ 

※1：保管庫は 1 台あたり 4 段とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
記載の適正化 
 
濃縮ウランの硝酸塩

を追加するため 
 
 
 
 
 
 
 
 
ケーブでの核燃料物

質の貯蔵を行わない

ため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照表（第５編 ホットラボの管理） 

Ⅴ－5 

変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第10 核的制限値 

核燃料物質の種

類 

ケーブ総量※１ フード 貯蔵室Ｂ 

形

態 
核的制限値 形態 核的制限値 形態 核的制限値 

劣化ウラン 

固

体 

235U 質量 

0 g 

固体 

粉体 

 

235U 質量 1.5 

kg 以下（但

し、同一濃縮

度に限る。ま

た、濃縮ウラ

ンのフッ化物

の場合は 235U

質量 0.1kg 以

下とする。） 

 

－ － 
天然ウラン 

濃縮ウラン 

固体 

粉体 

 

5%未満 

保管庫内 1段： 

  235U 質量 1.5kg

以下※２ 

但し、フッ化物

の場合は 235U 質

量 0.1kg 以下と

する。 

（貯蔵室Ｂ内 235U

質量 

192 kg 以下）  

 

5%以上 20%未

満 

20%以上 

プルトニウム 

（非密封） 
0 g － － － － 

※１：ケーブに、核燃料物質を受け入れない。 

※２：保管庫は１台あたり４段とする。 
 
 
 

別表第11～別表第 14 （省略） 

 
 
 
 
 

別表第10 核的制限値 

核燃料物質の

種類 
（削る） 

フード 貯蔵室Ｂ 

形態 核的制限値 形態 核的制限値 

劣化ウラン 

(削る) 

（削る） 
固体 

粉体 

 

235U 質量 1.5 

kg 以下（ただ

し、同一濃縮

度に限る。ま

た、濃縮ウラ

ンのフッ化物

の場合は 235U

質量 0.1kg 以

下、濃縮ウラ

ンの硝酸塩の

場合は 235U 質

量 0.11kg 以

下とする。） 

 

－ － 
天然ウラン 

濃縮ウラン 

固体 

粉体 

 

5%未満 保管庫内 1段： 

  235U 質量 1.5kg

以下※１ 

ただし、フッ化

物の場合は 235U

質量 0.1kg 以

下、濃縮ウラン

の硝酸塩の場合

は 235U 質量

0.11kg 以下とす

る。 

（貯蔵室Ｂ内 235U

質量 

192 kg 以下） 

 

5%以上 20%

未満 

20%以上 

（削る） （削る） 

 

※１：保管庫は１台あたり４段とする。 
 
 
 
別表第11～別表第 14 （変更なし） 

 
 
 
 

 
ケーブでの核燃料物

質の貯蔵を行わない

ため、濃縮ウランの

硝酸塩を追加するた

め、記載の適正化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照表（第５編 ホットラボの管理） 

Ⅴ－6 

変 更 前 変 更 後 備 考 

                              

 
別図（その２） （省略） 

 

                              

 
別図（その２） （変更なし） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ：ウランマグ

ノックス用鉛セルを

解体撤去したため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照表（第５編 ホットラボの管理） 

Ⅴ－7 

変 更 前 変 更 後 備 考 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ：既存シャッ

ターの更新 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定 

新旧対照表 

 

 

第１０編 バックエンド研究施設の管理 

 

 

 
 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 



原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照表（第１０編 バックエンド研究施設の管理） 

Ⅹ－1 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

第１０編 バックエンド研究施設の管理 

 

  目次 （省略） 

 

第１条 ～ 第26条 （省略） 

 

 

別表第１－１ 最大取扱量  セル設備及びセル付属設備 

 ～ 

別表第７ 巡視及び点検 （省略） 

 
別表第８ 核燃料物質の年間予定使用量 

種      類 
年間予定使用量 

最大存在量 延べ取扱量 

劣化ウラン 22.005㎏ 22.005㎏ 

天然ウラン 10㎏ 10㎏ 

濃縮ウラン 

 

5%未満 
12.205㎏ 

（235Ｕ量611g）

12.205㎏ 

（235Ｕ量611g）

5%以上20%未満 
200ｇ 

（235Ｕ量40g）

200ｇ 

（235Ｕ量40g）

20%以上46%未満 
80ｇ 

（235Ｕ量36.8g）

80ｇ 

（235Ｕ量36.8g）

46%以上93.3%未満 
40ｇ 

（235Ｕ量37.32g）

40ｇ 

（235Ｕ量37.32g）

93.3%以上98%以下 
2ｇ 

（235Ｕ量1.96g）

2ｇ 

（235Ｕ量1.96g）

93% 以上 93.5%以下* 
150ｇ 

（235Ｕ量140.25g）

150ｇ 

（235Ｕ量140.25g）

プルトニウム 
1.45㎏ 

（密封及び非密封）

1.45㎏ 

（密封及び非密封）

ウラン２３３ 200ｇ 200ｇ 

トリウム 1㎏ 1㎏ 

使用済燃料 

UO2燃料及びMOX燃料 880 TBq 880 TBq 

照射済分析試料 
1.85 GBq 

(最大40%FIMA **)

1.85 GBq 

(最大40%FIMA **)

*  核分裂計数管用に用いる。 
** %FIMA(Fissions per Initial Metal Atom):初期重金属原子核当たりの核分裂数の百分率 
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別表第１－１ 最大取扱量  セル設備及びセル付属設備 

 ～  

別表第７ 巡視及び点検 （変更なし） 

 
別表第８ 核燃料物質の年間予定使用量 

種      類 
年間予定使用量 

最大存在量 延べ取扱量 

劣化ウラン 22.005㎏ 22.005㎏ 

天然ウラン 10㎏ 10㎏ 

濃縮ウラン 

 

5%未満 
52.205㎏ 

（235Ｕ量2,611g）

52.205㎏ 

（235Ｕ量2,611g）

5%以上20%未満 
200ｇ 

（235Ｕ量40g）

200ｇ 

（235Ｕ量40g）

20%以上46%未満 
80ｇ 

（235Ｕ量36.8g）

80ｇ 

（235Ｕ量36.8g）

46%以上93.3%未満 
40ｇ 

（235Ｕ量37.32g）

40ｇ 

（235Ｕ量37.32g）

93.3%以上98%以下 
2ｇ 

（235Ｕ量1.96g）

2ｇ 

（235Ｕ量1.96g）

93% 以上 93.5%以下* 
150ｇ 

（235Ｕ量140.25g）

150ｇ 

（235Ｕ量140.25g）

プルトニウム 
1.75㎏ 

（密封及び非密封）

1.75㎏ 

（密封及び非密封）

ウラン２３３ 200ｇ 200ｇ 

トリウム 1㎏ 1㎏ 

使用済燃料 

UO2燃料及びMOX燃料 880 TBq 880 TBq 

照射済分析試料 
1.85 GBq 

(最大40%FIMA **)

1.85 GBq 

(最大40%FIMA **)

*  核分裂計数管用に用いる。 
** %FIMA(Fissions per Initial Metal Atom):初期重金属原子核当たりの核分裂数の百分率 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
濃縮ウラン（5％未

満）の増量に伴う

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プルトニウムの増

量に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

 
別表第９ 核燃料物質の最大貯蔵量 

貯 蔵 施 設 
Ｐｕ 

（ｇ） 

Ｕ 

（ｇ） 

233Ｕ 

（ｇ） 

Ｔｈ 

（ｇ） 

使用済燃料 

（Bq） 

 Ｐｕ・Ｕ 

 溶液貯蔵室 

Ｐｕ貯槽 200 10 

(劣化又は5%未満) 

－ － 2.22Ｔ 

Ｕ貯槽 50 24,000 

(劣化又は5%未満) 

－ － 81.4Ｇ 

 核燃料保管室 1,200 10,000 (天然) 

10,000 (劣化) 

   200 (5%未満) 

   200 (5%以上 

        20%未満) 

    80 (20%以上 

        46%未満) 

    40 (46%以上 

        93.3%未満) 

     2 (93.3%以上 

        98%以下) 

   150 (93%以上 

        93.5%以下)＊ 

200 1,000 18.5Ｇ 

＊ 核分裂計数管用に用いる。 

 
 
 
 
別表第１０ 使用、貯蔵及び廃棄物の保管に係る質量制限値 

 〜 

別表第１４ 放射線測定機器の警報装置の作動条件 （省略） 

 

 

別図（その１)  バックエンド研究施設１階平面図 

 〜 

別図（その２） バックエンド研究施設地階平面図 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別表第９ 核燃料物質の最大貯蔵量 

貯 蔵 施 設 
Ｐｕ 

（ｇ） 

Ｕ 

（ｇ） 

233Ｕ 

（ｇ） 

Ｔｈ 

（ｇ） 

使用済燃料 

（Bq） 

 Ｐｕ・Ｕ 

 溶液貯蔵室 

Ｐｕ貯槽 200 10 

(劣化又は5%未満) 

－ － 2.22Ｔ 

Ｕ貯槽 50 24,000 

(劣化又は5%未満) 

－ － 81.4Ｇ 

 核燃料保管室 1,500＊＊ 10,000 (天然) 

10,000 (劣化) 

40,200 (5%未満) 

   200 (5%以上 

        20%未満) 

    80 (20%以上 

        46%未満) 

    40 (46%以上 

        93.3%未満) 

     2 (93.3%以上 

        98%以下) 

   150 (93%以上 

        93.5%以下)* 

200 1,000 18.5Ｇ 

＊   核分裂計数管用に用いる。 
＊＊ 1,500gのうち、硫酸プルトニウムは10g以下、金属プルトニウムは100g以下とする。 

 
 
 
別表第１０ 使用、貯蔵及び廃棄物の保管に係る質量制限値 

 〜 

別表第１４ 放射線測定機器の警報装置の作動条件 （変更なし） 

 

 

別図（その１)  バックエンド研究施設１階平面図 

 〜 

別図（その２） バックエンド研究施設地階平面図 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濃縮ウラン（5％未

満）及びプルトニ

ウムの増量に伴う

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界管理上の制限

の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照表（第１０編 バックエンド研究施設の管理） 

Ⅹ－3 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

別図（その３） バックエンド研究施設２階平面図 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別図（その４） バックエンド研究施設３階平面図 （省略） 

 

別図（その３） バックエンド研究施設２階平面図 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別図（その４） バックエンド研究施設３階平面図 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：α固体廃

棄物保管室の名称

変更に伴う記載の

削除 

 

 

 

 


